
【昭和２６年札幌市条例第４８号】

【
廃
止
・
制
定
】
札
幌
市
火
災
予
防
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
札
幌
市
条
例
第
四
十
八
号
）

※

条
文
は
、
制
定
当
時
の
原
文
の
ま
ま
引
用

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
札
幌
市
に
お
け
る
消
防
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
そ
の
他
火
災

予
防
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
用
語
の
意
義
及
び
算
定
方
法
）

第
二
条

こ
の
条
例
の
用
語
の
意
義
及
び
算
定
方
法
は
、
左
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

「
防
火
対
象
物
」
、
「
関
係
者
」
、
「
関
係
の
あ
る
場
所
」
、
「
危
険
物
」
及
び
「
消
防
隊
」
と
は
、
法
第
二
条
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。

二

「
建
築
物
」
、
「
敷
地
」
、
「
地
階
」
、
「
耐
火
構
造
」
、
「
防
火
構
造
」
、
「
防
火
戸
」
及
び
「
不
燃
材
料
」
と
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）

及
び
こ
れ
に
基
く
政
令
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。

三

「
敷
地
面
積
」
、
「
建
築
面
積
」
、
「
床
面
積
」
、
「
延
べ
面
積
」
、
「
建
築
物
の
高
さ
」
、
「
軒
の
高
さ
」
及
び
「
階
数
」
の
算
出
方
法
は
、
建
築
基
準
法
及
び
こ
れ
に

基
く
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
但
し
、
「
階
数
」
に
は
、
地
階
及
び
屋
階
を
算
入
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
防
火
対
象
物
の
指
定
）

第
三
条

法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
防
火
対
象
物
は
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

公
衆
の
出
入
す
る
場
所

イ

興
行
場
（
劇
場
、
映
画
館
、
演
芸
場
、
観
物
場
、
運
動
場
、
競
技
場
）
及
び
こ
れ
ら
の
類

ロ

遊
技
場
、
カ
フ
エ
ー
、
キ
ヤ
バ
レ
ー
、
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
、
飲
食
店
、
料
理
店
、
貸
席
、
待
合
及
び
こ
れ
ら
の
類

ハ

百
貨
店
、
市
場
、
取
引
所
、
マ
ー
ケ
ツ
ト
、
商
店
及
び
こ
れ
ら
の
類

ニ

旅
館
、
ホ
テ
ル
、
宿
泊
所
、
ア
パ
ー
ト
、
寄
宿
舎
、
下
宿
屋
及
び
こ
れ
ら
の
類

ホ

病
院
、
診
療
所
、
保
健
所
、
助
産
所
、
施
療
所
、
授
産
所
、
託
児
所
、
収
容
所
、
育
児
所
、
養
老
院
及
び
こ
れ
ら
の
類

ヘ

学
校
、
図
書
館
、
博
物
館
、
美
術
館
、
展
覧
会
場
、
博
覧
会
場
、
動
植
物
園
及
び
こ
れ
ら
の
類

ト

公
会
堂
、
集
会
場
、
ク
ラ
ブ
及
び
こ
れ
ら
の
類

チ

社
寺
、
教
会
、
火
葬
場
及
び
こ
れ
ら
の
類

リ

公
衆
浴
場
及
び
こ
れ
ら
の
類

ヌ

停
車
場
及
び
そ
の
附
属
建
築
物
の
類

ル

鉄
道
軌
道
に
用
い
る
車
輌
、
自
動
車
及
び
こ
れ
ら
の
類
で
公
衆
の
出
入
す
る
も
の

二

多
数
の
者
の
勤
務
す
る
場
所
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イ

工
場
及
び
こ
れ
ら
の
類

ロ

事
業
場
、
作
業
場
、
工
作
所
及
び
こ
れ
ら
の
類

ハ

事
務
所
、
営
業
所
、
銀
行
、
官
公
署
及
び
こ
れ
ら
の
類

ニ

研
究
所
、
試
験
所
、
撮
影
所
及
び
こ
れ
ら
の
類

ホ

発
電
所
、
変
電
所
及
び
こ
れ
ら
の
類

ヘ

自
動
車
々
庫
、
電
車
々
庫
及
び
こ
れ
ら
の
類

ト

営
業
用
倉
庫
及
び
こ
れ
ら
の
類

チ

別
表
１
に
掲
げ
る
大
量
可
燃
物
の
集
積
所
、
常
置
所
の
類

リ

爆
発
性
、
発
火
性
、
引
火
性
物
件
の
製
造
所
、
貯
蔵
所
、
販
売
所
及
び
取
扱
所

ヌ

鉄
道
軌
道
に
用
い
る
車
輌
、
自
動
車
及
び
こ
れ
ら
の
類
で
、
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
多
数
の
者
の
勤
務
す
る
場
所

第
二
章

火
災
予
防

第
一
節

建
築
物
及
び
物
件

（
防
火
対
象
物
に
対
す
る
火
災
予
防
の
措
置
）

第
四
条

防
火
対
象
物
は
、
関
係
法
令
に
よ
り
防
火
的
に
す
る
外
、
特
に
火
災
予
防
上
、
左
の
各
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

左
に
掲
げ
る
設
備
の
あ
る
場
所
は
、
別
表
一
の
大
量
可
燃
物
を
製
造
し
、
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
工
場
及
び
作
業
場
か
ら
十
メ
ー
ト
ル
以
上
離
し
、
又
は
防
火
壁
そ
の
他

の
有
効
な
防
火
区
画
に
よ
つ
て
隔
離
し
、
且
つ
、
屋
根
は
不
燃
材
料
で
ふ
く
こ
と
。

イ

鍛
冶
場
、
多
衆
用
調
理
室
、
ボ
イ
ラ
ー
室
、
乾
燥
室
な
ど
常
時
火
気
を
使
用
す
る
設
備

ロ

鋳
物
、
ガ
ラ
ス
の
製
造
な
ど
常
時
多
量
の
火
気
又
は
高
熱
物
質
を
取
扱
う
設
備

ハ

電
気
室
、
化
学
実
験
室
等
火
災
発
生
の
危
険
が
い
ち
じ
る
し
い
設
備

二

第
十
一
条
に
掲
げ
る
建
築
物
は
、
各
棟
各
階
の
床
又
は
天
井
に
、
間
隔
十
二
メ
ー
ト
ル
以
下
ご
と
に
、
左
の
基
準
に
よ
り
点
検
口
を
設
け
る
こ
と
。

イ

点
検
口
は
、
容
易
に
開
放
し
、
内
部
を
点
検
で
き
る
直
径
七
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
一
辺
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
大
き
さ
と
す
る
。

ロ

天
井
に
設
け
る
点
検
口
の
ふ
た
板
は
、
天
井
と
同
等
以
上
の
防
火
効
力
を
も
つ
材
料
と
す
る
。

三

第
十
一
条
第
一
号
イ
及
び
チ
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
延
べ
面
積
は
六
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
収
容
人
員
五
百
人
以
上
で
、
舞
台
装
置
の
あ
る
も
の
は
、
舞
台
の
上
部

に
手
動
又
は
自
動
開
放
装
置
の
あ
る
排
煙
口
を
設
け
る
こ
と
。

四

第
十
一
条
に
掲
げ
る
建
築
物
の
う
ち
、
興
行
場
及
び
公
会
堂
に
は
、
観
覧
席
の
床
面
積
の
二
十
五
分
の
一
以
上
の
喫
煙
所
を
、
工
場
、
倉
庫
、
大
量
可
燃
物
の
集
積
所
及
び

爆
発
性
、
発
火
性
、
引
火
性
物
件
の
製
造
所
、
貯
蔵
所
、
販
売
所
又
は
取
扱
所
の
構
内
に
は
喫
煙
所
を
火
災
予
防
上
適
当
な
位
置
に
設
け
、
そ
の
旨
を
標
示
す
る
こ
と
。

五

壁
体
が
防
火
構
造
を
必
要
と
す
る
建
築
物
で
、
そ
れ
が
二
重
壁
の
場
合
は
、
一
つ
の
階
に
一
箇
所
以
上
天
井
又
は
小
屋
組
の
下
端
に
あ
た
る
水
平
部
分
に
、
不
燃
材
料
又
は

大
材
を
も
つ
て
壁
の
内
部
空
間
を
密
に
遮
断
し
、
火
焔
な
ど
の
上
昇
を
阻
止
す
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。
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六

第
十
一
条
第
一
号
イ
乃
至
ハ
及
び
ト
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
展
覧
会
場
、
博
覧
会
場
、
チ
の
う
ち
公
会
堂
で
、
可
燃
性
装
飾
材
料
を
使
用
す
る
場
合
は
、
防
火
液
、
防
火

薬
品
、
防
火
塗
料
な
ど
の
有
効
な
防
火
材
料
を
も
つ
て
処
理
す
る
こ
と
。
但
し
、
小
規
模
な
場
合
で
建
築
物
の
構
造
、
四
囲
の
状
況
か
ら
火
災
予
防
上
及
び
避
難
上
支
障
の
な

い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

七

自
動
車
々
庫
、
大
量
可
燃
物
の
集
積
所
、
爆
発
性
、
発
火
性
、
引
火
性
物
件
の
製
造
所
、
貯
蔵
所
、
販
売
所
及
び
取
扱
所
の
直
上
階
に
は
、
住
居
の
用
に
供
す
る
室
を
設
け

な
い
こ
と
。
但
し
、
水
平
防
火
区
劃
を
完
全
に
し
、
充
分
な
避
難
設
備
が
あ
り
火
災
予
防
上
支
障
の
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

八

建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
に
は
、
左
の
基
準
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
有
効
な
進
入
路
を
設
け
る
こ
と
。

イ

面
積
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
中
庭
の
あ
る
建
築
物
は
、
中
庭
へ
通
ず
る
幅
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
進
入
路

ロ

高
低
差
の
あ
る
敷
地
内
の
第
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
第
一
号
オ
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
こ
れ
に
通
ず
る
幅
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上

の
進
入
路

ハ

け
た
行
百
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
は
、
消
火
活
動
上
容
易
に
背
面
へ
通
り
抜
け
で
き
る
幅
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
隧
道
又
は
廊
下

ニ

同
一
敷
地
内
に
あ
る
建
築
物
の
延
べ
面
積
（
建
築
物
が
二
以
上
の
棟
を
な
す
場
合
は
、
そ
の
延
べ
面
積
の
合
計
）
が
、
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
は
、
そ
の
敷

地
内
に
あ
る
貯
水
そ
う
そ
の
他
の
消
防
用
水
利
又
は
消
防
隊
用
消
火
設
備
の
位
置
並
び
に
建
築
物
の
配
置
状
況
か
ら
見
て
、
消
防
長
が
指
定
す
る
位
置
に
幅
三
メ
ー
ト
ル
以

上
の
進
入
路
及
び
そ
れ
に
接
続
す
る
消
防
出
入
口

第
二
節

器
具
及
び
設
備

（
火
気
使
用
設
備
又
は
器
具
の
位
置
及
び
構
造
）

第
五
条

火
を
使
用
す
る
設
備
及
び
器
具
、
又
は
こ
の
使
用
に
際
し
、
火
災
発
生
の
お
そ
れ
あ
る
設
備
及
び
器
具
で
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
位
置
及
び
構
造
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
周
囲
の
状
況
及
び
設
備
又
は
器
具
の
状
態
に
よ
り
、
火
災
予
防
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
緩

和
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

ス
ト
ー
ブ

ス
ト
ー
ブ
の
類
を
設
備
す
る
場
合
は
、
左
の
基
準
に
よ
る
こ
と
。

イ

相
当
の
広
さ
を
も
つ
不
燃
性
の
台
上
に
置
き
、
台
の
底
面
が
可
燃
性
の
床
、
敷
物
な
ど
に
近
接
す
る
場
合
は
、
充
分
な
空
間
を
も
た
せ
、
他
に
燃
え
移
ら
な
い
構
造
と
す

る
こ
と
。

ロ

充
分
な
広
さ
の
不
燃
性
の
た
き
が
ら
受
け
を
備
え
る
こ
と
。

ハ

周
囲
の
可
燃
物
か
ら
、
側
方
は
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
上
方
は
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
離
し
て
す
え
付
け
る
こ
と
。
但
し
、
特
殊
な
構
造
、
燃
料
又
は
使
用
状
況

な
ど
に
よ
り
火
災
予
防
上
、
危
険
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
は
、
更
に
充
分
な
距
離
を
と
る
か
、
又
は
鉄
板
そ
の
他
の
不
燃
材
料
で
し
や
熱
の
設
備
を
す
る
こ
と
。

ニ

周
囲
が
防
火
構
造
又
は
そ
れ
と
同
等
以
上
の
耐
火
性
能
を
も
つ
壁
体
の
場
合
は
、
ハ
の
側
方
の
距
離
を
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

か
ま
ど
、
こ
ん
ろ
、
自
家
用
風
呂
の
類

多
衆
調
理
用
又
は
作
業
用
そ
の
他
の
大
規
模
な
か
ま
ど
の
類
を
設
け
る
場
合
は
、
左
の
基
準
に
よ
る
こ
と
。
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イ

上
方
の
可
燃
物
か
ら
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
離
す
こ
と
。

ロ

不
燃
性
の
床
上
に
設
け
、
た
き
口
前
面
は
一
・
二
メ
ー
ト
ル
平
方
以
上
の
空
所
を
保
つ
こ
と
。

ハ

側
方
の
部
分
は
、
床
面
か
ら
か
ま
ど
の
上
部
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
部
分
ま
で
耐
火
構
造
又
は
防
火
構
造
と
し
、
且
つ
、
二
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
離
す
こ

と
。
但
し
、
耐
火
構
造
の
場
合
は
、
こ
の
距
離
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

ニ

室
内
に
ふ
た
の
あ
る
不
燃
性
取
灰
入
を
設
け
る
こ
と
。

ホ

常
時
油
又
は
そ
の
他
の
危
険
物
の
類
を
煮
沸
す
る
場
合
は
、
か
ま
ど
の
上
部
に
外
気
に
通
ず
る
通
気
管
を
つ
け
た
不
燃
性
の
天
が
い
を
設
け
る
こ
と
。

小
規
模
の
炊
事
用
そ
の
他
の
か
ま
ど
、
こ
ん
ろ
の
類
は
、
適
当
な
広
さ
の
不
燃
性
台
上
に
お
き
、
又
は
周
囲
の
可
燃
物
か
ら
側
方
は
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
上
方
は

一
メ
ー
ト
ル
以
上
離
す
こ
と
。
但
し
、
周
囲
が
不
燃
材
料
で
覆
わ
れ
て
い
る
場
合
は
、
側
方
の
距
離
を
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

自
家
用
風
呂
の
た
き
口
は
、
周
囲
の
壁
か
ら
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
離
し
、
床
は
前
面
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
煉
瓦
造
又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
若
し
く
は
土
間
構

造
と
し
、
た
き
が
ら
が
落
下
し
て
も
、
危
険
の
な
い
よ
う
充
分
の
広
さ
を
も
た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
周
囲
が
防
火
構
造
か
又
は
不
燃
材
料
で
覆
わ
れ
て
い
る
場
合

は
、
そ
の
距
離
を
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ほ
の
ほ
又
は
飛
火
を
い
ち
じ
る
し
く
発
散
す
る
燃
料
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
有
効
な
覆
い
又
は
隔
壁
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

こ
た
つ
、
火
鉢
の
類

こ
た
つ
、
火
鉢
の
類
を
設
備
す
る
場
合
は
左
の
基
準
に
よ
る
こ
と
。

イ

裸
火
を
用
い
る
こ
た
つ
は
、
転
倒
の
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
、
そ
の
火
入
容
器
は
、
不
燃
性
の
も
の
を
使
用
し
、
そ
の
底
面
が
直
接
可
燃
物
に
接
し
な
い
よ
う
適
当
な
方

法
で
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
空
間
を
も
た
せ
る
こ
と
。

ロ

こ
た
つ
は
、
上
部
及
び
側
方
か
ら
物
が
す
い
下
し
、
又
は
接
触
し
て
着
火
す
る
の
を
防
止
で
き
る
構
造
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

ハ

木
製
の
火
鉢
は
、
そ
の
内
側
を
不
燃
材
料
で
被
覆
す
る
こ
と
。

四

電
気
器
具
類

熱
を
発
生
し
、
火
災
の
発
生
の
お
そ
れ
の
あ
る
電
気
器
具
の
類
は
、
法
令
に
よ
り
型
式
承
認
を
要
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
承
認
済
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

ボ
イ
ラ
ー

ボ
イ
ラ
ー
（
労
仂
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
労
仂
省
令
第
九
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
の
類
を
設
け
る
場
合
は
、
左
の
基
準
に
よ
る
こ
と
。

イ

可
燃
性
の
壁
体
及
び
工
作
物
か
ら
上
方
及
び
側
方
は
、
四
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
た
き
口
前
方
は
、
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
上
離
す
こ
と
。

ロ

不
燃
性
の
床
上
に
す
え
付
け
る
こ
と
。

ハ

厚
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
け
い
藻
土
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
し
や
熱
体
で
覆
う
こ
と
。

ニ

室
内
に
ふ
た
の
あ
る
取
灰
入
を
備
え
る
こ
と
。

六

営
業
用
の
乾
燥
炉
及
び
乾
燥
器
の
類

左
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
こ
と
。

イ

不
燃
材
料
で
つ
く
る
こ
と
。
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ロ

熱
源
の
上
部
に
は
、
網
目
一
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
金
網
を
張
り
、
乾
燥
物
そ
の
他
の
可
燃
性
の
物
品
と
の
接
触
を
防
ぐ
設
備
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
効
力
の

あ
る
設
備
を
す
る
こ
と
。

七

煙
突
及
び
煙
道

建
築
物
に
附
属
す
る
煙
突
及
び
煙
道
は
、
左
の
基
準
に
よ
る
こ
と
。

イ

煙
突
は
、
設
備
又
は
器
具
に
応
じ
て
、
適
当
な
太
さ
及
び
高
さ
を
も
た
せ
る
こ
と
。

ロ

屋
外
直
立
煙
突
の
屋
上
高
さ
は
、
屋
根
が
鉄
板
等
の
不
燃
材
料
で
覆
わ
れ
て
い
る
と
き
は
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
柾
ぶ
き
等
の
と
き
は
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
、

わ
ら
ぶ
き
等
の
と
き
は
三
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ニ

先
端
は
、
建
築
物
の
窓
そ
の
他
の
開
口
部
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
以
上
離
す
こ
と
。

ホ

金
属
製
又
は
石
綿
製
煙
突
で
、
可
燃
性
の
壁
体
、
天
井
又
は
屋
根
を
貫
通
す
る
場
合
は
、
め
が
ね
石
を
用
い
る
か
又
は
金
属
以
外
の
不
燃
材
料
で
隔
離
す
る
こ
と
。
但
し
、

煙
突
で
小
屋
裏
、
天
井
裏
、
床
裏
な
ど
に
あ
る
部
分
は
、
金
属
以
外
の
不
燃
材
料
で
覆
い
、
且
つ
、
周
囲
を
点
検
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ヘ

壁
体
、
天
井
及
び
屋
根
の
貫
通
部
、
又
は
そ
の
附
近
若
し
く
は
露
出
し
な
い
部
分
で
、
煙
突
を
つ
が
ぬ
こ
と
。

ト

煙
突
又
は
煙
道
は
、
木
材
そ
の
他
の
可
燃
性
材
料
か
ら
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
ス
ト
ー
ブ
、
多
衆
調
理
用
又
は
作
業
用
か
ま
ど
及
び
ボ
イ
ラ
ー
用
の
も
の
は
、
そ
れ
か

ら
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
内
に
あ
る
部
分
は
四
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
離
す
こ
と
。
但
し
、
厚
さ
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
金
属
以
外
の
不
燃
材
料
で
覆
う
か
、
又

は
隔
離
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

チ

ガ
ス
ボ
イ
ラ
ー
用
は
、
未
燃
焼
ガ
ス
が
た
ま
ら
な
い
構
造
と
す
る
こ
と
。

リ

火
の
粉
に
よ
り
発
火
の
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
設
け
る
場
合
に
は
、
適
当
な
煤
煙
及
び
及
び
火
粉
防
止
装
置
を
す
る
こ
と
。

ヌ

掃
除
口
は
、
基
礎
の
あ
る
も
の
は
そ
の
附
近
に
、
屈
曲
が
百
二
十
度
以
内
の
場
合
に
は
、
そ
の
屈
曲
部
な
ど
の
適
当
な
箇
所
に
設
け
る
こ
と
。
但
し
、
壁
体
に
面
す
る
側

に
は
設
け
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
節

電
気
、
ガ
ス
及
び
避
雷
の
設
備

（
電
気
設
備
に
対
す
る
火
災
予
防
の
措
置
）

第
六
条

電
気
設
備
は
、
関
係
法
令
に
従
つ
て
設
計
施
行
し
、
特
に
温
度
の
過
昇
、
短
絡
、
漏
電
、
落
雷
そ
の
他
の
事
故
に
よ
る
災
害
の
予
防
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ガ
ス
設
備
に
対
す
る
火
災
予
防
の
措
置
）

第
七
条

ガ
ス
設
備
は
、
関
係
法
令
に
従
つ
て
設
計
施
行
し
、
特
に
ガ
ス
の
漏
洩
そ
の
他
の
事
故
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
避
雷
設
備
）

第
八
条

高
さ
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
築
物
に
は
、
有
効
な
避
雷
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
他
の
避
雷
設
備
の
保
護
範
囲
内
に
あ
る
部
分
、
及
び
消
防
長
が
そ

の
必
要
が
な
い
と
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
節

火
気
使
用
の
制
限
及
び
管
理
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（
火
気
使
用
の
制
限
）

第
九
条

火
気
を
使
用
す
る
設
備
及
び
器
具
、
又
は
そ
の
使
用
に
際
し
火
災
発
生
の
お
そ
れ
あ
る
設
備
及
び
器
具
を
使
用
す
る
場
合
は
、
災
害
の
予
防
に
注
意
し
、
特
に
左
の
各
号

を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

た
き
火
を
す
る
場
合
は
、
引
火
性
又
は
く
ん
焼
性
物
品
の
附
近
を
避
け
、
特
に
一
定
の
場
所
で
採
暖
そ
の
他
の
た
め
常
時
た
き
火
を
す
る
場
合
は
、
土
坑
又
は
不
燃
性
容
器

若
し
く
は
耐
火
性
容
器
の
中
で
行
う
こ
と
。

二

火
を
直
接
使
用
す
る
ス
ト
ー
ブ
、
暖
炉
、
か
ま
ど
、
火
起
場
、
風
呂
場
、
ボ
イ
ラ
ー
な
ど
の
た
き
口
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
以
内
の
場
所
は
、
常
に
整
頓
し
不
要
な
可
燃
物
を
置

か
な
い
こ
と
。

三

火
気
の
あ
る
取
灰
、
消
灰
な
ど
は
、
不
燃
材
料
で
造
つ
た
火
消
つ
ぼ
そ
の
他
の
容
器
又
は
土
坑
に
入
れ
、
風
に
よ
る
飛
散
を
防
ぐ
こ
と
。

四

引
火
性
ガ
ス
を
発
す
る
も
の
を
過
熱
融
解
す
る
場
合
は
、
ガ
ス
に
引
火
し
な
い
よ
う
に
、
又
水
分
そ
の
他
の
不
純
物
の
混
合
あ
る
い
は
温
度
の
過
昇
に
よ
つ
て
液
状
の
可
燃

物
が
流
出
し
な
い
よ
う
に
調
節
し
、
炉
、
か
ま
ど
な
ど
の
た
き
口
は
、
操
作
す
る
場
合
の
外
、
開
放
し
た
ま
ま
で
使
用
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
特
に
ほ
の
ほ
又
は
飛
火
を

発
す
る
燃
料
を
使
用
す
る
場
合
は
、
注
意
す
る
こ
と
。

五

自
然
発
火
の
お
そ
れ
あ
る
も
の
を
貯
蔵
し
、
又
は
集
積
す
る
場
合
は
、
温
度
そ
の
他
が
危
険
な
状
態
に
達
し
な
い
よ
う
適
当
な
措
置
を
す
る
こ
と
。

六

火
花
を
発
し
、
又
は
高
熱
を
利
用
す
る
電
気
施
設
及
び
器
具
並
び
に
電
気
若
し
く
は
ガ
ス
熔
接
な
ど
の
作
業
を
行
う
場
所
、
又
は
過
熱
し
易
い
軸
受
な
ど
摩
擦
に
よ
つ
て
発

熱
す
る
施
設
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
以
内
に
は
、
可
燃
物
を
置
か
な
い
よ
う
に
し
、
引
火
性
又
は
発
火
性
物
品
は
、
火
花
の
到
達
し
な
い
距
離
以
上
離
す
こ
と
。
但
し
、
火
花
を
し

や
断
す
る
有
効
な
覆
い
又
は
隔
壁
を
設
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

七

ガ
ス
又
は
油
類
の
そ
う
あ
る
い
は
容
器
を
熔
接
修
理
し
、
又
は
こ
れ
ら
に
火
を
接
近
さ
せ
る
場
合
は
、
爆
発
性
ガ
ス
の
発
生
に
注
意
す
る
と
と
も
に
、
容
器
又
は
そ
う
内
を

換
気
す
る
か
又
は
残
留
物
を
除
去
す
る
な
ど
の
方
法
を
と
る
こ
と
。

八

火
の
つ
い
た
タ
バ
コ
、
マ
ツ
チ
又
は
残
火
は
、
じ
ん
芥
内
又
は
道
路
若
し
く
は
建
築
物
そ
の
他
の
可
燃
性
物
品
の
附
近
に
捨
て
な
い
こ
と
。

九

興
行
場
及
び
こ
れ
ら
の
類
で
は
、
開
演
中
に
舞
台
部
で
裸
火
を
使
用
し
な
い
こ
と
。
但
し
、
建
築
物
の
構
造
、
設
備
及
び
四
囲
の
状
況
な
ど
に
よ
り
消
防
長
が
支
障
な
い
と

認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

十

煙
突
は
、
破
損
し
た
ま
ま
の
状
態
、
煙
又
は
火
気
が
漏
洩
す
る
状
態
若
し
く
は
い
ち
じ
る
し
く
煤
煙
を
た
い
積
さ
せ
た
ま
ま
の
状
態
で
使
用
し
な
い
こ
と
。

（
防
火
の
管
理
）

第
十
条

関
係
者
は
、
第
四
条
乃
至
第
七
条
に
規
定
す
る
器
具
又
は
設
備
を
、
火
災
予
防
上
常
に
有
効
に
保
つ
と
と
も
に
、
特
に
左
の
各
号
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

防
火
壁
の
近
く
に
延
焼
の
ば
い
介
と
な
る
よ
う
な
可
燃
物
を
集
積
し
、
又
は
施
設
を
し
な
い
こ
と
。

二

防
火
戸
、
防
火
シ
ヤ
ツ
タ
ー
、
防
火
幕
な
ど
の
防
火
設
備
の
機
能
は
、
常
に
検
査
し
て
、
有
効
に
保
ち
、
閉
鎖
を
そ
害
す
る
施
設
を
し
又
は
物
品
を
置
か
な
い
こ
と
。

三

喫
煙
又
は
火
気
使
用
を
禁
止
さ
れ
た
場
所
は
、
見
易
い
箇
所
に
赤
地
に
白
文
字
で
「
禁
煙
」
又
は
「
火
気
厳
禁
」
と
明
瞭
に
標
示
し
、
且
つ
、
そ
の
附
近
に
は
紛
ら
わ
し
い

他
の
標
示
を
し
な
い
こ
と
。
但
し
、
興
行
場
及
び
こ
れ
ら
の
類
に
は
、
観
覧
席
前
面
に
赤
色
照
明
で
「
禁
煙
」
の
標
示
を
二
箇
所
以
上
設
け
る
こ
と
。

四

電
気
、
ガ
ス
及
び
避
雷
の
設
備
又
は
工
作
物
を
施
設
し
又
は
修
理
す
る
場
合
は
、
熟
練
し
た
工
事
人
に
さ
せ
る
こ
と
。

五

第
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
電
気
設
備
は
、
年
二
回
以
上
そ
の
絶
縁
抵
抗
を
測
定
し
、
絶
縁
が
低
下
し
て
い
る
部
分
は
、
直
ち
に
修
理
す
る
こ
と
。
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第
三
章

消
防
設
備
そ
の
他

第
一
節

通
則

（
消
防
設
備
を
要
す
る
防
火
対
象
物
の
指
定
）

第
十
一
条

法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
消
火
器
そ
の
他
消
防
の
用
に
供
す
る
機
械
器
具
及
び
消
防
用
水
利
並
び
に
避
難
器
具
（
以
下
「
消
防
設
備
」
と
い
う
。
）
を
設
備
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
防
火
対
象
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
左
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

公
衆
の
集
合
す
る
場
所

イ

興
行
場
及
び
こ
れ
ら
の
類

ロ

遊
技
場
、
カ
フ
エ
ー
、
キ
ヤ
バ
レ
ー
、
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
及
び
こ
れ
ら
の
類
（
遊
技
場
は
、
延
べ
面
積
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
）

ハ

百
貨
店
、
市
場
、
取
引
所
、
マ
ー
ケ
ツ
ト
、
商
店
及
び
こ
れ
ら
の
類
（
マ
ー
ケ
ツ
ト
は
、
延
べ
面
積
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、
商
店
は
延
べ
面
積
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
、
若
し
く
は
地
階
又
は
二
階
以
上
に
売
場
の
あ
る
も
の
）

ニ

旅
館
、
ホ
テ
ル
、
宿
泊
所
、
ア
パ
ー
ト
、
寄
宿
舎
、
下
宿
屋
及
び
こ
れ
ら
の
類
で
、
延
べ
面
積
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
客
室
数
五
以
上
の
も
の

ホ

飲
食
店
、
料
理
屋
、
貸
席
、
待
合
及
び
こ
れ
ら
の
類
で
、
延
べ
面
積
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
客
室
数
五
以
上
の
も
の
（
三
階
以
上
又
は
地
階
に
お
い
て
は
客
室
数

一
以
上
）

ヘ

病
院
、
診
療
所
、
保
健
所
、
助
産
所
、
施
療
所
、
授
産
所
、
託
児
所
、
収
容
所
、
育
児
所
、
養
老
院
及
び
こ
れ
ら
の
類
で
、
延
べ
面
積
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

ト

学
校
、
図
書
館
、
博
物
館
、
美
術
館
、
展
覧
会
場
、
博
覧
会
場
、
動
植
物
園
な
ど
の
施
設
及
び
こ
れ
ら
の
類
で
、
延
べ
面
積
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

チ

公
会
堂
、
集
会
場
、
ク
ラ
ブ
及
び
こ
れ
ら
の
類
で
、
延
べ
面
積
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
収
容
人
員
百
人
以
上
の
も
の

リ

社
寺
、
教
会
、
火
葬
場
及
び
こ
れ
ら
の
類
で
、
延
べ
面
積
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
収
容
人
員
百
人
以
上
の
も
の

ヌ

公
衆
浴
場
及
び
こ
れ
ら
の
類

ル

停
車
場
及
び
そ
の
附
属
建
築
物
の
類

オ

鉄
道
軌
道
に
用
い
る
車
輌
、
自
動
車
及
び
こ
れ
ら
の
類
で
、
公
衆
の
出
入
す
る
も
の

二

多
数
の
者
の
勤
務
す
る
場
所

イ

工
場
、
事
業
場
、
作
業
場
、
工
作
所
及
び
こ
れ
ら
の
類
で
、
延
べ
面
積
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
常
時
就
業
者
十
人
以
上
の
も
の

ロ

事
務
所
、
営
業
所
、
銀
行
、
官
公
署
及
び
こ
れ
ら
の
類
で
、
延
べ
面
積
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
常
時
勤
務
者
二
十
人
以
上
の
も
の

ハ

研
究
所
、
試
験
所
、
撮
影
所
及
び
こ
れ
ら
の
類

ニ

発
電
所
、
変
電
所
及
び
こ
れ
ら
の
類

ホ

自
動
車
々
庫
、
電
車
々
庫
及
び
こ
れ
ら
の
類

へ

営
業
用
倉
庫
及
び
こ
れ
ら
の
類

ト

別
表
一
に
掲
げ
る
大
量
可
燃
物
の
集
積
所
及
び
常
置
所
の
類
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チ

爆
発
性
、
発
火
性
、
引
火
性
物
件
の
製
造
所
、
貯
蔵
所
、
販
売
所
及
び
取
扱
所

リ

鉄
道
軌
道
に
用
い
る
車
輌
、
自
動
車
及
び
こ
れ
ら
の
類
で
、
前
号
オ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
多
数
の
者
の
勤
務
す
る
場
所
の
う
ち
消
防
長
の
指
定
す
る
も
の

三

そ
の
他

イ

延
べ
面
積
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
木
造
建
築
物
又
は
階
数
三
以
上
の
建
築
物
若
し
く
は
工
作
物
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ

假
設
の
建
築
物
及
び
工
作
物
で
、
公
衆
が
出
入
し
、
又
は
多
数
の
者
が
勤
務
す
る
も
の
、
若
し
く
は
そ
の
用
途
又
は
規
模
に
よ
り
消
防
長
の
指
定
す
る
も
の

（
消
防
設
備
の
規
格
）

第
十
二
条

消
防
設
備
の
う
ち
、
国
家
消
防
本
部
の
勧
告
す
る
規
格
の
あ
る
も
の
は
、
す
べ
て
そ
の
規
格
に
合
格
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
位
置
及
び
方
法
の
指
定
）

第
十
三
条

消
防
長
は
、
防
火
対
象
物
の
状
況
に
よ
り
、
こ
の
章
に
定
め
る
消
防
設
備
に
つ
い
て
、
そ
の
設
置
す
べ
き
場
所
若
し
く
は
方
法
を
指
定
し
、
又
は
緩
和
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
共
同
設
備
）

第
十
四
条

関
係
者
が
こ
の
章
で
定
め
る
消
防
設
備
を
単
独
で
設
け
ら
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
消
防
長
が
支
障
な
い
と
認
め
る
場
合
は
、
一
定
の
区
域
を
定
め
、
共
同
で
こ
れ
を

設
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
標
識
又
は
標
示
の
基
準
）

第
十
五
条

消
防
設
備
に
は
、
左
の
各
号
に
よ
り
明
瞭
な
標
識
又
は
標
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

消
火
設
備
及
び
火
災
通
報
設
備
の
器
具
又
は
容
器
若
し
く
は
位
置
を
明
示
す
る
標
識
板
等
は
、
赤
地
に
白
色
文
字
を
も
つ
て
名
称
、
使
用
法
そ
の
他
を
標
示
す
る
こ
と
。

二

第
二
十
六
条
の
火
災
報
知
機
の
設
置
場
所
に
は
、
二
十
ワ
ツ
ト
以
上
の
赤
色
燈
を
常
に
点
燈
す
る
こ
と
。

三

避
難
設
備
の
う
ち
非
常
口
は
、
そ
の
上
部
の
見
易
い
位
置
に
「
非
常
口
」
と
明
示
し
、
二
十
ワ
ツ
ト
以
上
の
緑
色
燈
を
設
け
る
こ
と
。

四

避
難
設
備
の
要
所
に
は
、
必
ず
見
易
い
位
置
に
、
階
数
、
避
難
の
方
向
を
示
す
矢
印
及
び
非
常
口
の
文
字
を
白
地
に
緑
色
で
明
示
す
る
こ
と
。

第
二
節

消
火
設
備

（
消
火
設
備
の
種
類
及
び
防
火
対
象
物
に
対
す
る
適
応
性
）

第
十
六
条

消
火
設
備
の
種
類
は
、
左
の
五
種
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
左
の
各
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
種

イ

主
と
し
て
屋
内
用
の
消
火
栓
で
、
左
の
放
水
能
力
及
び
水
源
の
あ
る
も
の
。

（
一
）
放
水
能
力

一
口
に
つ
き
、
筒
先
圧
力
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
一
・
七
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
、
放
水
量
毎
分
百
三
十
リ
ツ
ト
ル
以
上

（
二
）
水
源

同
一
階
に
あ
る
全
消
火
栓
（
但
し
、
最
大
五
個
、
階
数
五
以
上
の
場
合
は
最
小
二
個
、
階
数
四
以
下
の
場
合
は
最
小
一
個
と
す
る
。
）
を
同
時
に
開
い
た
場
合

に
も
前
記
の
放
水
量
で
、
二
十
分
間
以
上
放
水
で
き
る
も
の
。

ロ

二
人
で
運
搬
で
き
る
可
搬
式
動
力
ポ
ン
プ
で
、
左
の
放
水
能
力
及
び
水
源
の
あ
る
も
の
。
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（
一
）
放
水
能
力

筒
先
圧
力
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
四
・
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
、
放
水
量
毎
分
二
百
二
十
五
リ
ツ
ト
ル
以
上

（
二
）
水
源

建
築
物
の
各
部
分
か
ら
四
十
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
、
一
箇
所
以
上
あ
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
水
量
の
合
計
は
、
ポ
ン
プ
一
台
に
つ
き
前
記
の

放
水
量
で
二
十
分
間
以
上
放
水
で
き
る
量
に
、
第
十
八
条
の
設
置
基
準
に
よ
る
所
要
ポ
ン
プ
台
数
を
乗
じ
て
算
出
し
た
水
量
以
上
と
し
、
且
つ
、
各
水
源
は
、
少
く
と
も

ポ
ン
プ
一
台
分
の
水
量
以
上
で
あ
る
も
の
。

二

第
二
種

自
動
信
号
装
置
を
備
え
た
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
で
、
左
の
性
能
の
あ
る
も
の
。

（
一
）
放
水
能
力

ヘ
ツ
ド
一
個
に
つ
き
放
射
圧
力
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
〇
・
三
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
、
放
水
量
毎
分
四
十
五
リ
ツ
ト
ル
以
上
。

（
二
）
水
源

（
イ
）
水
道
又
は
送
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
場
合
は
、
毎
分
二
千
二
百
五
十
リ
ツ
ト
ル
以
上

（
ロ
）
重
力
タ
ン
ク
の
場
合
で
、
そ
の
底
部
が
最
高
位
の
ヘ
ツ
ド
か
ら
四
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
高
い
場
合
は
、
そ
の
容
量
三
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、
同
じ
く
六
メ
ー
ト
ル

以
上
高
い
場
合
は
、
そ
の
容
量
二
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上

（
ハ
）
圧
力
タ
ン
ク
の
場
合
は
、
貯
水
量
十
五
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上

（
ニ
）
防
火
対
象
物
の
構
造
及
び
規
模
又
は
設
備
す
る
場
所
の
関
係
に
よ
り
（
イ
）
乃
至
（
ハ
）
に
よ
ら
な
い
場
合
は
、
ヘ
ツ
ド
の
同
時
開
口
数
を
最
大
六
十
箇
（
設
置
箇

数
が
十
個
以
下
の
場
合
は
そ
の
全
数
。
）
と
し
、
前
記
の
放
水
量
で
二
十
分
間
以
上
放
水
で
き
る
も
の
。

（
三
）
ヘ
ツ
ド

取
付
場
所
の
最
高
温
度
に
応
じ
た
適
当
な
も
の
。

三

第
三
種

イ

移
動
式
大
型
消
火
器
で
左
の
一
に
該
当
す
る
も
の
。

（
一
）
消
火
泡
、
消
火
液
の
容
量
九
十
五
リ
ツ
ト
ル
以
上
の
も
の
。

（
二
）
炭
酸
ガ
ス
の
重
量
四
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
。

ロ

消
火
泡
、
消
火
液
又
は
炭
酸
ガ
ス
を
放
射
す
る
手
動
式
あ
る
い
は
自
動
式
信
号
装
置
を
備
え
た
化
学
消
火
装
置
。

四

第
四
種

携
帯
式
消
火
器
そ
の
他
の
軽
便
消
火
用
具
で
、
そ
の
種
別
、
適
応
性
及
び
能
力
単
位
数
が
別
表
二
に
該
当
す
る
も
の
。

五

第
五
種

高
層
建
築
物
に
設
け
る
主
と
し
て
消
防
隊
用
の
消
火
栓
、
こ
れ
に
接
続
す
る
立
管
及
び
サ
イ
ア
ミ
ー
ズ
コ
ン
ネ
ク
シ
ョ
ン
で
、
左
の
基
準
に
該
当
す
る
も
の
。

（
一
）
消
火
栓
の
口
径
は
、
六
十
三
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
（
二
・
五
イ
ン
チ
）
の
も
の
。

（
二
）
立
管
の
管
径
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
（
四
イ
ン
チ
）
以
上
の
も
の
。

（
三
）
サ
イ
ア
ミ
ー
ズ
コ
ン
ネ
ク
シ
ョ
ン
は
、
双
口
で
消
防
長
の
指
定
す
る
位
置
に
取
り
付
け
ら
れ
た
も
の
。

２

防
火
対
象
物
に
対
す
る
適
応
性
は
、
第
一
種
、
第
二
種
及
び
第
五
種
は
一
般
可
燃
物
に
、
第
三
種
の
う
ち
泡
は
一
般
可
燃
物
と
油
類
に
、
酸
ア
ル
カ
リ
は
一
般
可
燃
物
に
、
四

塩
化
炭
素
及
び
炭
酸
ガ
ス
は
油
類
及
び
電
気
に
適
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
消
火
設
備
の
設
置
基
準
）

第
十
七
条

第
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
は
、
次
の
表
に
よ
り
目
的
物
に
適
す
る
第
四
種
消
火
設
備
を
な
し
、
そ
の
消
火
能
力
単
位
数
の
合
計
が
所
要
単
位
数
の
合
計
よ

り
多
く
な
る
よ
う
に
し
、
且
つ
、
所
要
の
設
置
間
隔
を
も
つ
て
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
第
四
種
の
う
ち
、
別
表
二
の
イ
、
ト
、
及
び
チ
を
備
え
る
場
合
は
、
そ
の

う
ち
に
、
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
に
有
効
に
放
射
で
き
る
も
の
を
三
分
の
一
以
上
含
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
一
種
乃
至
第
三
種
の
う
ち
、
一
以
上
を
備
え
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
左
の
各
号
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
り
、
前
項
に
よ
る
第
四
種
消
火
設
備
の
う
ち
、
同
一
目
的
物
に
適

す
る
種
類
の
も
の
の
設
置
基
準
を
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
一
種
イ
の
屋
内
消
火
栓
の
場
合
は
、
そ
の
位
置
を
中
心
と
し
て
半
径
二
十
五
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
の
部
分
に
対
し
、
次
の
表
に
よ
る
所
要
単
位
数
を
四
分
の
一
に
、
設
置

間
隔
を
二
倍
に
す
る
こ
と
。

二

第
一
種
の
消
防
ポ
ン
プ
の
場
合
は
、
前
条
の
水
源
の
位
置
を
中
心
と
し
て
半
径
四
十
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
の
部
分
に
対
し
、
次
の
表
に
よ
る
所
要
単
位
数
を
三
分
の
一
に
、

設
置
間
隔
を
一
・
七
倍
に
す
る
こ
と
。

三

第
二
種
の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
の
場
合
は
、
そ
の
有
効
な
部
分
に
対
し
、
次
の
表
に
よ
る
所
要
単
位
数
を
五
分
の
一
に
、
設
置
間
隔
を
二
・
二
倍
に
す
る
こ
と
。

四

第
三
種
イ
の
大
型
消
火
器
の
場
合
は
、
そ
の
種
類
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
有
効
な
目
的
物
の
存
在
す
る
範
囲
内
の
部
分
に
対
し
、
同
一
目
的
物
に
適
す
る
種
類
を
、
次
の
表
に

よ
る
所
要
単
位
数
を
二
分
の
一
に
、
設
置
間
隔
を
一
・
四
倍
に
す
る
こ
と
。
但
し
、
一
般
可
燃
物
の
場
合
は
、
そ
の
常
置
所
を
中
心
と
し
て
半
径
五
十
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
と

す
る
こ
と
。

五

第
三
種
の
化
学
消
火
装
置
は
、
そ
の
有
効
な
部
分
に
対
し
、
同
一
目
的
物
に
適
す
る
種
類
の
次
の
表
に
よ
る
所
要
単
位
数
を
五
分
の
一
に
、
設
置
間
隔
を
二
・
二
倍
と
す
る

こ
と
。

第十一条に掲げるもの全部
範
囲

防
火
対
象
物

第
一
号
ト
、
リ
、
ル
、
及
び

第
三
号
イ

第
一
号
ホ
及
び
第
二
号
ロ

第
一
号
イ
乃
至
ニ
、
ヘ
及
び

チ

区
分

床
面
積
を
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
で
除
し
た
数

床
面
積
を
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
で
除
し
た
数

床
面
積
を
百
平
方
メ
ー
ト
ル
で
除
し
た
数

防
火
対
象
物
に
よ
る
所
要
単
位
数
を
算
出
す
る

基
準
（
端
数
切
上
げ
）

設
置
間
隔
を
四
十
メ
ー
ト
ル
以
内
と
し
、
以
下
同
前

設
置
間
隔
を
二
十
五
メ
ー
ト
ル
以
内
と
し
、
以
下
同
前

設
置
間
隔
を
二
十
メ
ー
ト
ル
以
内
と
な
る
よ
う
配
置
し
、
不
足
す
る
場
合
は
箇
数
増

加
す
る

消
火
設
備
を
配
置
す
る
場
合
の
所
要
設
置
間
隔
の
基
準
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（
第
一
種
及
び
第
二
種
の
設
置
基
準
）

第
十
八
条

第
十
一
条
の
防
火
対
象
物
の
う
ち
、
次
の
表
に
掲
げ
る
も
の
は
、
前
条
に
よ
る
外
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
よ
り
第
十
六
条
の
消
火
設
備
の
第
一
種
イ
、
ロ
及
び
第
二
種

の
何
れ
か
一
種
以
上
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

防
火
対
象
物
の
構
造
別
に
よ
る
基
準

の
緩
和

第
げ
ち

十
る
下

一
も
記

条
の
の

に
の
場

掲
う
所

鍛
冶
場
、
多
衆
用
調
理
室
、

ボ
イ
ラ
ー
室
、
乾
燥
室
、
電

気
室
、
そ
の
他
消
防
長
の
指

定
す
る
室
又
は
場
所

第
三
号
ロ

第
二
号
リ

第
二
号
チ

第
二
号
ト

第
二
号
イ

第
一
号
ヌ
及
び
第
二
号
ハ

乃
至
ヘ

耐
火
構
造
の
場
合
は
、
右
に
よ
る
所
要
単
位
数
を
そ
の
三
分
の
一
ま
で
減
じ
、
設
置
間
隔
を
そ
の
一
・
七
倍
と
す
る
。

防
火
構
造
の
場
合
は
、
右
に
よ
る
所
要
単
位
数
を
そ
の
二
分
の
一
ま
で
減
じ
、
設
置
間
隔
を
一
・
四
倍
と
す
る
。

各
室
ご
と
に
、
右
の
所
要
単
位
数
の
外
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に
適
応
し
た
一
消
火
能
力
単
位
以
上
の
消
火
設
備
を
別
に
備
え
る
こ
と
。

そ
の
用
途
構
造
及
び
規
模
に
よ
り
第
一
号
又
は
第
二

号
に
準
ず
る

一
車
輌
を
も
つ
て
一
所
要
単
位
数
と
す
る

危
険
物
取
締
条
例
に
準
ず
る

各
種
毎
に
、
単
位
数
量
の
十
倍
で
全
数
量
を
除
し
た
数

同
右

床
面
積
を
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
で
除
し
た
数

運
転
室
及
び
乗
務
員
室
に
各
一
箇
以
上
、
そ
の
他
は
消
防
長
指
定
の
位
置
に
配

置
す
る

同
上

設
置
間
隔
を
四
十
メ
ー
ト
ル
以
内
と
し
、
以
下
同
前

設
置
間
隔
を
十
メ
ー
ト
ル
以
内
と
し
、
以
下
同
前

設
置
間
隔
を
十
五
メ
ー
ト
ル
以
内
と
し
、
以
下
同
前
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備
考

大
量
可
燃
物
を
百
単
位
以
上
集
積
す
る
場
所

そ
の
他
（
次
の
区
分
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
）

特
に
火
災
発
生
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
で
消
防
長
の
指

定
す
る
も
の

演
劇
又
は
演
芸
用
の
背
景
若
し
く
は
大
道
具
な
ど
の
舞

台
装
置
の
あ
る
舞
台
（
舞
台
裏
の
部
分
も
含
む
）

同
一
敷
地
内
に
あ
る
建
築
物
の
延
べ
面
積
の
合
計
が
三

千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

興
業
場
で
第
三
階
以
上
に
あ
る
も
の
又
は
延
べ
面
積
六

百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
若
し
く
は
収
容
人
員
五
百
人
以

上
の
も
の

地
階
に
あ
る
延
べ
面
積
六
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は

収
容
人
員
五
百
人
以
上
の
も
の

延
べ
面
積
千
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
収
容
人
員

千
人
以
上
の
も
の

階
数
四
以
上
の
も
の防

火
対
象
物
の
区
分

第
一
種
イ
の
消
火
栓
に
つ
い
て
は
、
各
階
及
び
各
防
火
区
劃
ご
と
に
、
少
く
と
も
一
個
以
上
を
設
け
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

百
単
位
数
量
以
下
ご
と
、
若
し
く

は
設
置
間
隔
三
十
メ
ー
ト
ル
以
内

ご
と
と
し
て
算
出
し
た
数
の
う
ち

最
大
の
も
の

床
面
積
四
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下

ご
と
、
若
し
く
は
設
置
間
隔
三
十

メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
と
し
て
算
出

し
た
数
の
う
ち
最
大
の
も
の

床
面
積
六
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下

ご
と
又
は
収
容
人
員
五
百
人
以
下

ご
と
若
し
く
は
設
置
間
隔
五
十
メ

ー
ト
ル
以
内
ご
と
と
し
て
算
出
し

た
数
の
う
ち
最
大
の
も
の

第
一
種
イ
の
消
火
栓
の
所
要
数

消
火
設
備
の
各
種
類
別
の
設
置
基
準

三
百
単
位
数
量
以
下
ご
と
、
若
し

く
は
設
置
間
隔
六
十
メ
ー
ト
ル
以

内
ご
と
と
し
て
算
出
し
た
数
の
う

ち
最
大
の
も
の

床
面
積
八
百
平
方
メ
ー
ト
ル
ご

と
、
若
し
く
は
設
置
間
隔
六
十
メ

ー
ト
ル
以
内
ご
と
と
し
て
算
出
し

た
数
の
う
ち
最
大
の
も
の

床
面
積
千
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

下
ご
と
若
し
く
は
設
置
間
隔
八
十

メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
と
し
て
算
出

し
た
数
の
う
ち
最
大
の
も
の

第
一
種
ロ
の
ポ
ン
プ
の
所
要
数

床
面
積
六
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
ご

と
、
若
し
く
は
設
置
間
隔
二
・
六

メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
と
し
て
算
出

し
た
数
の
う
ち
最
大
の
も
の

床
面
積
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
ご

と
、
若
し
く
は
設
置
間
隔
三
・
七

メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
と
し
て
算
出

し
た
数
の
う
ち
最
大
の
も
の

第
二
種
の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ツ

ド
の
所
要
数

-680-



【昭和２６年札幌市条例第４８号】

（
第
五
種
の
設
置
基
準
）

第
十
九
条

第
十
一
条
の
防
火
対
象
物
の
う
ち
、
次
の
表
に
掲
げ
る
も
の
は
、
前
二
条
に
よ
る
の
外
、
次
の
表
の
基
準
に
よ
り
第
十
六
条
の
消
火
設
備
の
第
五
種
の
も
の
を
備
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
同
一
敷
地
内
に
設
け
る
水
利
の
基
準
）

第
二
十
条

同
一
敷
地
内
に
あ
る
建
築
物
の
延
べ
面
積
（
建
築
物
が
二
棟
以
上
の
場
合
は
そ
の
合
計
）
が
、
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
合
は
、
そ
の
敷
地
内
に
左
の
各
号
に
よ

り
貯
水
そ
う
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
消
防
隊
の
使
用
で
き
る
水
利
施
設
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
そ
の
敷
地
外
で
あ
つ
て
も
第
一
号
に
掲
げ
る
範
囲
内
で
、
有
効
な
水
利

を
得
ら
れ
る
場
合
で
、
且
つ
、
消
防
長
が
支
障
な
い
と
認
め
た
も
の
は
、
そ
の
数
量
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

配
置

建
築
物
の
各
部
分
か
ら
百
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
、
少
く
と
も
一
箇
所
以
上
あ
る
よ
う
に
配
置
す
る
こ
と
。

二

所
要
水
量

建
築
物
の
延
べ
面
積
の
合
計
が
、
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
四
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合
は
、
四
十
立
方
メ
ー
ト
ル
、
四
千
五
百
メ
ー
ト
ル
以
上
の

場
合
は
、
そ
の
超
過
す
る
面
積
が
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
ご
と
に
二
十
立
方
メ
ー
ト
ル
の
割
合
で
追
加
す
る
。
但
し
、
河
川
、
消
火
栓
な
ど
の
流
れ
る
水
源
の

場
合
は
、
そ
の
流
量
毎
分
〇
・
七
五
立
方
メ
ー
ト
ル
を
二
十
立
方
メ
ー
ト
ル
の
割
合
で
換
算
し
、
又
延
べ
面
積
の
計
算
に
お
い
て
、
建
築
物
が
耐
火
構
造
の
場
合
は
二
倍
に
、

防
火
構
造
の
場
合
は
一
・
五
倍
に
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

所
要
箇
数

第
一
号
の
配
置
に
よ
る
各
水
利
施
設
の
合
計
水
量
が
、
前
号
の
場
合
で
算
出
し
た
水
量
以
上
で
、
且
つ
、
各
々
一
箇
所
の
水
量
は
、
二
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上

と
な
る
よ
う
所
要
箇
数
を
定
め
る
こ
と
。

第
三
節

避
難
設
備

（
避
難
用
器
具
の
設
置
基
準
）

第
二
十
一
条

第
十
一
条
の
防
火
対
象
物
は
、
次
の
表
に
よ
り
避
難
用
器
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
延
べ
面
積
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
収
容
人
員
二
百
人
以
下

の
場
合
、
若
し
く
は
充
分
な
避
難
用
階
段
を
設
け
た
場
合
は
、
そ
の
数
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

階
数
五
以
上
で
延
べ
面
積
六
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
又
は
収
容
人
員
五
千
人
以
上
の
も
の

階
数
七
以
上
の
も
の

防
火
対
象
物
の
区
分

床
面
積
千
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
ご
と
又
は
収
容
人

員
千
人
以
下
ご
と
、
若
し
く
は
設
置
間
隔
百
メ
ー
ト
ル
以

内
ご
と
と
し
て
算
出
し
た
数
の
う
ち
最
大
の
も
の

消
防
隊
用
消
火
栓
の
設
置
基
準

立
管
の
数
と
同
数
以
上

同
左
に
接
続
す
る
サ
イ
ア
ミ
ー
ズ
コ
ン
ネ
ク
シ
ヨ
ン
の
設
置
基
準
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（
開
口
部
の
構
造
）

第
二
十
二
条

前
条
の
避
難
用
器
具
を
利
用
す
る
位
置
に
あ
る
窓
そ
の
他
の
開
口
部
は
、
避
難
救
護
に
支
障
な
い
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
避
難
用
階
段
）

第
二
十
三
条

避
難
用
の
階
段
は
、
左
の
各
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

廻
り
階
段
は
、
設
け
て
は
な
ら
な
い
。

備
考

そ
の

階
の

収
容

人
員

五
百

人
又

は
床

面
積

六
百

平
方

メ
ー

ト
ル

以
下

ご
と

に
必

要
と

す
る

器
具

の
数

防
火
対
象
物

区
分

四
階
以
上
各
階
数
及
び
屋
上

三
階

二
階
（
耐
火
構
造
以
外
の
も
の
）

二
階
（
耐
火
構
造
の
も
の
）

地
階

避
難
用
器
具
の
一
種
と
し
て
鉄
製
垂
直
梯
子
を
建
築
物
の
壁
に
固
定
し
て
設
け
る
場
合
は
、
適
当
な
踊
場
を
設
け
、
足
の
か
か
る
横

棒
は
壁
面
か
ら
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
離
す
こ
と
。
但
し
、
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
離
さ
な
い
こ
と
。

救
助
袋
そ
の
他
適
当
の
設
備
一

縄
梯
子
、
緩
降
機
又
は
こ
れ
ら
の
類
、
救
助
袋
、
避

難
梯
子
の
う
ち
か
ら
合
計
二

同
右
、
但
し
、
合
計
三

滑
り
棒
、
緩
降
機
、
又
は
こ
れ
ら
の
類
、
救
助
袋
、

避
難
梯
子
、
綱
の
う
ち
か
ら
、
合
計
二

避
難
梯
子
（
避
難
上
有
効
な
階
段
を
含
む
。
）
四

第
一
号
イ
、
ロ
、
ハ
、
ヘ
、
チ
及
び
ル
に
掲
げ
る
も

の

同
上

一

同
上

合
計
二

同
上

合
計
二

同
上

合
計
一

同
上

三

第
一
号
ニ
、
ホ
、
ト
、
リ
、
ヌ
及
び
第
二
号
イ
乃
至
ヘ
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

も
の
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二

同
一
の
建
築
物
に
あ
る
避
難
用
階
段
の
数
が
、
四
以
上
の
場
合
は
そ
の
う
ち
一
以
上
、
六
以
上
の
場
合
は
そ
の
う
ち
二
以
上
を
屋
外
階
段
と
す
る
こ
と
。
但
し
、
露
台
又
は

附
室
を
有
す
る
耐
火
構
造
の
避
難
用
階
段
が
あ
つ
て
、
そ
の
位
置
及
び
構
造
が
消
火
及
び
避
難
救
護
活
動
上
支
障
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
屋
外
階
段
と
み
な
す
こ
と
が

で
き
る
。

三

階
段
三
以
上
で
、
屋
根
が
陸
屋
根
構
造
の
も
の
、
又
は
適
当
な
屋
上
露
台
を
有
す
る
建
築
物
は
、
そ
の
避
難
階
段
の
う
ち
一
以
上
を
屋
上
又
は
露
台
ま
で
出
ら
れ
る
よ
う
に

設
け
る
こ
と
。

四

屋
外
避
難
用
階
段
を
地
階
に
設
け
る
場
合
は
、
充
分
な
広
さ
の
空
壕
を
設
け
る
こ
と
。

（
観
覧
席
の
最
小
照
度
）

第
二
十
四
条

興
行
場
の
観
覧
席
は
、
演
技
又
は
映
写
中
で
あ
つ
て
も
、
、
常
に
〇
・
二
ル
ツ
ク
ス
以
上
の
照
度
を
保
つ
よ
う
に
照
明
の
設
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
そ
の
他
の
場
所
の
照
度
）

第
二
十
五
条

興
行
場
、
キ
ヤ
バ
レ
ー
、
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
、
公
会
堂
、
又
は
集
会
場
な
ど
で
、
夜
間
使
用
す
る
場
合
は
、
廊
下
、
階
段
、
通
路
、
出
入
口
及
び
非
常
口
そ
の
他
避
難

救
護
に
使
用
さ
れ
る
場
所
に
は
、
充
分
な
照
度
を
保
つ
照
明
設
備
及
び
非
常
用
の
補
助
照
明
設
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
節

警
報
設
備

（
火
災
通
報
設
備
）

第
二
十
六
条

第
十
一
条
の
防
火
対
象
物
の
う
ち
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
も
の
は
、
所
轄
の
消
防
機
関
に
通
報
で
き
る
電
話
又
は
火
災
報
知
機
等
に
よ
る
火
災
通
報
設
備
を

設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
号
イ
の
う
ち
、
延
べ
面
積
六
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
収
容
人
員
五
百
人
以
上
若
し
く
は
地
階
又
は
二
階
以
上
の
も
の
。

二

第
一
号
ハ
の
う
ち
、
延
べ
面
積
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
。

三

第
一
号
ニ
及
び
ヘ
の
う
ち
、
延
べ
面
積
六
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
客
室
数
十
以
上
の
も
の
。

四

第
一
号
ト
の
う
ち
、
延
べ
面
積
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
。

五

第
二
号
イ
の
う
ち
、
延
べ
面
積
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
消
防
長
の
指
定
す
る
も
の
。

六

第
二
号
ハ
の
う
ち
、
延
べ
面
積
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
。

七

第
二
号
ホ
の
う
ち
、
自
動
車
々
庫
で
、
延
べ
面
積
六
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
。

八

第
二
号
ヘ
の
う
ち
、
延
べ
面
積
六
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
。

九

右
各
号
の
外
、
消
防
長
の
特
に
指
定
す
る
も
の
。

（
拡
声
そ
の
他
の
装
置
）

第
二
十
七
条

前
条
の
第
一
号
乃
至
第
三
号
の
一
に
該
当
す
る
も
の
は
、
火
災
の
際
、
内
部
の
公
衆
に
知
ら
せ
る
た
め
、
有
効
な
拡
声
装
置
そ
の
他
の
装
置
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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（
自
動
火
災
報
知
装
置
）

第
二
十
八
条

第
二
十
六
条
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
は
、
私
設
火
災
報
知
装
置
規
格
及
び
同
設
備
規
格
に
よ
る
自
動
火
災
報
知
装
置
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
第
十
六

条
の
消
火
設
備
の
う
ち
、
第
二
種
の
自
動
信
号
装
置
の
あ
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
又
は
第
三
種
の
自
動
信
号
装
置
の
あ
る
自
動
式
化
学
消
火
装
置
は
、
こ
の
条
の
装
置
に
代
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
五
節

消
防
管
理

（
消
防
設
備
の
維
持
管
理
）

第
二
十
九
条

関
係
者
は
、
消
防
設
備
を
直
ち
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
常
に
有
効
に
保
ち
、
故
障
を
発
見
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
修
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

消
防
設
備
又
は
こ
れ
ら
を
格
納
す
る
場
所
、
箱
、
袋
な
ど
は
、
常
に
清
潔
に
し
、
又
直
ち
に
使
用
が
で
き
る
よ
う
、
そ
の
周
囲
に
は
消
防
及
び
避
難
救
護
の
妨
害
と
な
る
物
を

置
か
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
関
係
者
の
遵
守
事
項
）

第
三
十
条

関
係
者
は
、
常
に
災
害
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
は
勿
論
、
災
害
が
発
生
し
た
と
き
は
、
公
衆
又
は
勤
務
者
が
安
全
に
避
難
で
き
る
よ
う
、
特
に
左

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

公
衆
の
集
合
し
又
は
出
入
す
る
防
火
対
象
物
内
に
は
、
み
だ
り
に
危
険
物
を
持
込
ま
な
い
こ
と
。

二

定
員
制
の
あ
る
防
火
対
象
物
は
、
定
員
を
超
え
て
収
容
し
、
又
は
客
席
の
通
路
に
補
助
椅
子
な
ど
を
置
き
、
若
し
く
は
人
を
立
た
せ
た
り
、
う
ず
く
ま
ら
せ
な
い
こ
と
。
又

入
場
者
が
各
等
各
席
定
員
に
達
し
た
と
き
は
、
各
等
各
席
別
に
満
員
礼
を
入
場
券
売
場
の
窓
口
そ
の
他
の
適
当
な
場
所
に
掲
げ
、
そ
の
入
場
券
の
発
売
を
中
止
す
る
こ
と
。

三

廊
下
、
階
段
及
び
通
路
の
床
面
は
、
つ
ま
づ
き
、
す
べ
り
な
ど
歩
行
に
支
障
な
い
よ
う
、
常
に
補
修
す
る
と
と
も
に
、
通
行
避
難
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
設
備
を
有
効
に
保

つ
こ
と
。

四

出
入
口
、
非
常
口
、
廊
下
、
階
段
、
通
路
及
び
周
囲
の
空
地
そ
の
他
通
行
避
難
の
た
め
使
用
す
る
場
所
に
は
、
そ
の
妨
害
と
な
る
物
を
置
か
な
い
こ
と
。

（
防
火
壁
等
の
標
示
）

第
三
十
一
条

関
係
者
は
、
そ
の
建
築
物
に
防
火
壁
又
は
防
火
区
劃
な
ど
を
設
け
た
場
合
に
は
、
左
の
各
号
に
よ
り
甲
種
又
は
乙
種
と
明
記
し
た
標
識
を
、
見
易
い
箇
所
に
付
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）
甲
種
と
は
、
耐
火
構
造
の
も
の

（
２
）
乙
種
と
は
、
防
火
構
造
の
も
の

第
四
章

火
災
の
警
戒

（
警
報
施
設
の
利
用
）

第
三
十
二
条

市
長
は
、
火
災
警
報
を
発
す
る
た
め
に
必
要
の
あ
る
と
き
は
、
他
の
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
そ
の
所
有
者
又
は
管
理
者
と
あ
ら
か
じ
め
協
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-684-



【昭和２６年札幌市条例第４８号】

（
警
報
発
令
中
の
遵
守
事
項
）

第
三
十
三
条

火
災
警
報
の
発
令
中
は
、
何
人
も
左
に
掲
げ
る
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

屋
外
に
お
い
て
た
き
火
を
し
な
い
こ
と
。
但
し
、
炊
事
火
、
作
業
火
な
ど
で
や
む
を
得
ず
使
用
す
る
場
合
は
、
責
任
あ
る
看
視
人
を
つ
け
、
消
火
用
水
を
準
備
す
る
こ
と
。

二

山
林
、
原
野
に
お
い
て
火
入
れ
を
し
な
い
こ
と
。

三

引
火
性
及
び
可
燃
性
物
品
の
附
近
で
喫
煙
し
な
い
こ
と
。

四

残
火
、
取
灰
な
ど
を
注
意
し
て
消
す
こ
と
。

五

火
の
粉
を
発
散
さ
せ
な
い
こ
と
。

六

建
築
物
の
開
口
部
を
開
放
し
た
ま
ま
、
屋
内
で
裸
火
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

七

屋
内
及
び
屋
外
の
可
燃
物
そ
の
他
を
整
理
す
る
こ
と
。

八

そ
の
他
特
に
火
気
に
注
意
す
る
こ
と
。

（
揚
煙
そ
の
他
の
届
出
）

第
三
十
四
条

何
人
も
、
い
ち
じ
る
し
く
火
災
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
火
煙
を
掲
げ
、
若
し
く
は
公
衆
の
観
覧
等
に
供
す
る
た
め
、
花
火
、
煙
火
そ
の
他
火
災
予
防
上
危
険
の
お
そ
れ
あ

る
も
の
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
所
轄
消
防
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章

雑
則

（
ス
ト
ー
ブ
そ
の
他
の
取
付
掃
除
業
者
の
届
出
）

第
三
十
五
条

ス
ト
ー
ブ
又
は
煙
突
の
取
付
掃
除
を
業
と
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
住
所
、
氏
名
、
年
齢
及
び
経
歴
の
大
要
を
具
し
、
消
防
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
市
長
の
定
め
る
事
項
）

第
三
十
六
条

市
長
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
際
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

札
幌
市
火
災
予
防
条
例
（
昭
和
二
十
三
年
条
例
第
八
十
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
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別
表
一

別
表
二

第一類 類別

塗
料
類
の
う
ち
、
危
険
物
以
外
の
も
の

ア
ン
ス
ラ
セ
ン

樹
脂
類

ナ
フ
タ
リ
ン

ワ
セ
リ
ン

パ
ラ
フ
イ
ン

生
ゴ
ム

マ
ツ
チ

品
名

二
、
〇
〇
〇

リ
ツ
ト
ル
又
は
瓩

二
、
〇
〇
〇

リ
ッ
ト
ル
又
は
瓩

二
、
〇
〇
〇
瓩

二
、
〇
〇
〇
瓩

二
、
〇
〇
〇
瓩

二
、
〇
〇
〇
瓩

三
〇
〇
瓩

二
〇
〇
瓩

単
位
数
量

第二類 類別

木
材
加
工
品

（
木
箱
板
材
等
）

石
炭
類

紙
類

ぼ
ろ
く
ず
、
布
片
の
類

わ
ら
及
び
そ
の
製
品

木
綿
類

綿
花

品
名

二
〇
〇
石

三
〇
、
〇
〇
〇
瓩

一
〇
、
〇
〇
〇
瓩

一
〇
、
〇
〇
〇
瓩

五
、
〇
〇
〇
瓩

二
、
〇
〇
〇
瓩

一
、
〇
〇
〇
瓩

単
位
数
量

イ 携
帯
式
消
火
器
そ
の
他
の
種
別

満
水
バ
ケ
ツ

桶
（
バ
ケ
ツ
三
個
付
）

桶
（
同
六
個
付
）

一
九
〇
リ
ッ
ト
ル

九
五
リ
ッ
ト
ル

一
三
リ
ッ
ト
ル

容
量
又
は
重
量

二
・
〇

一
・
〇

〇
・
二

一
般
可
燃
物

防
火
対
象
物
の
種
類
に
応
じ
た
適
当
な
各
消
火
器
の
能
力
単
位
数

×××
油
類

×××
電
気
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ト ヘ ホ 二 ハ ロ

砂
バ
ケ
ツ

炭
酸
ガ
ス

ポ
ン
プ
又
は
蓄
圧
式
四
塩
化
炭
素

泡 酸
ア
ル
カ
リ

水
そ
う
付
ポ
ン
プ

水
（
炭
酸
ガ
ス
筒
入
）

五
〇
リ
ッ
ト
ル

六
・
八
キ
ロ
グ
ラ
ム

四
・
五
キ
ロ
グ
ラ
ム

二
・
九
キ
ロ
グ
ラ
ム

二
・
二
キ
ロ
グ
ラ
ム

一
二
リ
ッ
ト
ル

六
リ
ッ
ト
ル

三
リ
ッ
ト
ル

二
〇
リ
ッ
ト
ル

一
〇
リ
ッ
ト
ル

五
リ
ッ
ト
ル

一
〇
リ
ッ
ト
ル

五
リ
ッ
ト
ル

一
六
リ
ッ
ト
ル

一
〇
リ
ッ
ト
ル

一
〇
〇
リ
ッ
ト
ル

四
〇
リ
ッ
ト
ル

二
〇
リ
ッ
ト
ル

一
〇
リ
ッ
ト
ル

×× × × × × × ×
三
・
〇

二
・
〇

一
・
〇

二
・
〇

一
・
〇

三
・
〇

二
・
〇

四
・
〇

三
・
〇

二
・
〇

一
・
〇

〇
・
五

五
・
〇

三
・
五

二
・
五

一
・
五

八
・
〇

四
・
〇

一
・
五

六
・
〇

四
・
〇

二
・
〇

× × × × × × × ×

×
八
・
〇

六
・
〇

四
・
〇

二
・
〇

一
〇
・
〇

五
・
〇

一
・
〇

× × × × × × × × × × ×
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備
考

チ

乾
燥
消
火
粉
末

イ
及
び
ロ
は
水
又
は
不
凍
液
と
す
る
。

一
塩
化
一
臭
化
メ
タ
ン
消
火
器
は
、
対
応
す
る
四
塩
化
炭
素
の
三
倍
の
能
力
あ
る
も
の
と
す
る
。

三
・
六
キ
ロ
グ
ラ
ム

九
・
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

四
・
五
キ
ロ
グ
ラ
ム

一
・
八
キ
ロ
グ
ラ
ム

××××

二
・
〇

一
・
五

一
・
〇

〇
・
五

三
・
〇

二
・
〇

一
・
〇

〇
・
五
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